
上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務　仕様書 

 
１　業務名 

　　上野原市学校給食施設基本構想・基本計画策定支援業務 
 
２　業務期間 

　　契約締結日から令和９年３月２６日まで 
 
３　業務目的 

本市では、上野原小学校給食調理場及び四方津学校給食共同調理場の２カ所で約

1,000 人の児童生徒に学校給食を提供している。いずれも施設の老朽化が進行して

いることや、学校給食衛生管理基準（平成２１年文部科学省告示代６４号）への適

合、食物アレルギー対応が課題となっている。このような状況を踏まえ、学校給食

衛生管理基準に適合し、食物アレルギー対応を考慮した、より衛生的で安全性を重

視した学校給食共同調理場を新たに整備（※）することが必要となっている。 

一方、当市の急激な少子化の進行により、今後給食提供数の減少が見込まれるこ

とや、他の学校関連施設の老朽化対応による財源的課題、建設適地の問題など、整

備に向けた課題も山積している。 

本業務は、その整備にあたり課題の整理や課題解決手法の検討並びに最適な事業

手法等を検討するために必要な調査（民間活力等導入可能性調査）等を行い、上野

原市学校給食基本構想・基本計画策定に必要な支援を行うことを目的とする。 

※「整備」には、既存の上野原小学校給食調理場の改修（給食の荷受け対応整

備）及び四方津学校給食共同調理場の解体を含む。 
　 
４　業務内容 

４－１　基本構想策定業務 

　（１）前提条件の整理・基本的条件の設定 
　　　令和５年３月に策定した「上野原市学校給食施設の整備に関する基礎調

査」を踏まえて、検討の前提となる諸条件（関係法令・制度、学校給食の提

供方式等、児童生徒数及び学級数の推移、現学校給食施設の現状、本市の食

育の内容食物アレルギー対応等）の把握、整理を行い調査に係る基本的条件

の設定を行う。 
　　　既存の学校給食施設２カ所については、図面等による机上調査及び現地調

査を踏まえ、現状と課題を整理する。 
 

　（２）課題の整理 
　　　（１）に加え、本市の学校給食施設整備における課題を主に次の視点を含



め整理する。 
　　　ア）現状及び今後の給食提供数から見た適正な施設規模 
　　　イ）想定される国庫補助額や利用可能な起債の種類と金額から見た市の事

業負担額 
　　　ウ）給食提供数の減少に対する施設的対応の可能性又は他用途併設提案 
　 

　（３）学校給食基本方針の検討 
　　　（１）及び（２）を踏まえて本市における学校給食の基本方針とそれを実

現する学校給食施設整備の方針を策定する。 
 

４－２　基本計画策定業務 

（１）建設候補地の選定支援 
上記４－１に基づき、配送距離やインフラ条件、災害リスク、敷地の立地

条件等の観点から、次の①から⑤の（案）について新学校給食施設の建設候

補地の比較・検討を行う。なお、候補地の選定にあたっては敷地の面積や立

地条件に加え、整備する場合に必要とされる付帯工事（上下水道等のインフ

ラの整備、既存施設の解体、搬入道路の整備等）の概算費用も考慮するもの

とする。 
 
①上野原市上野原９１９１（上野原中学校グラウンド） 
②上野原市上野原９１９１（上野原中学校テニスコート） 
③上野原市鶴島字廻り戸３０２ほか 
④上野原市八ツ沢１２（旧沢松小学校） 
⑤既存敷地内での更新（現四方津学校給食共同調理場） 

 
（２）施設計画の検討 

新学校給食施設整備の基本方針の設定及び施設機能の検討を行う。（１）

にて最も実現性が高いと判断された建設候補地について、配置図・平面図の

検討を含む概略設計の作成及び整備工程案を作成する。 
当該施設計画の検討にあたっては、施設に求められる機能、配置する基本

的な設備・機器、再利用可能な厨房機器等によって、施設規模やレイアウト

が大きく異なることが想定されることから、少なくとも次のような観点を検

討項目に含めるものとする。 
①施設や厨房機器で使用する熱源 
②使用する食器点数や材質、数 
③炊飯機の種別 
④シンクの台数 
⑤フライヤーの種別 



⑥回転釜の種別や台数 
⑦冷蔵庫・冷凍庫のサイズや台数 
⑧食器洗浄機の種別や台数 
⑨コンテナのサイズや台数、消毒方法 
⑩アレルギー対応の食数、提供食数やスペース 
⑪会議室スペースの有無や規模 
⑫給食提供数の減少に対する施設的対応の可能性 

 
　（３）事業手法の整理及び事業スキームの検討 
　　　　　民間活力導入手法（※ＰＦＩ方式）を含む事業手法の概要を整理し、当市

における実現可能な事業範囲及び事業スキームの検討を行う。また、各事業

手法について従来方式との比較も含めた定性的評価を行う。 
　　　　※ＰＦＩ方式：民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等

の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法 
　 
（４）概算事業費の試算 

　　　　　（１）～（３）を踏まえ、従来手法と民間活力導入手法について概算事業

費を試算し簡易的な※ＶＦＭを行う。なお、試算する民間活力導入手法につ

いては（３）を踏まえて最大３方式程度までとする。 
　　　　※ＶＦＭ：支払う金額に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方 
　　　　　なお、概算事業費の算出には、（１）で記載したとおり施設整備に伴って必

要となるインフラの整備、既存施設の解体、搬入道路の整備等を含めたもの

とする。 
 
（５）民間事業者の事業参画可能性調査 

　　　　　民間事業者に対して、アンケート調査又はサウンディング型調査等により

当該整備事業への参入意欲を確認する。 
 
４－３　庁内会議等の運営支援 

　　次に示す会議について、会議資料の作成、会議への出席及び会議録の作成を行

い､ 
資料及び会議録はデータでの提供とする。 

・給食施設建設検討委員会（２回程度） 
・庁内検討委員会（３回程度） 

 
４－４　パブリック・コメントの実施支援 
　　（１）パブリック・コメント用資料の作成 
　　（２）意見の分析整理及び回答案の作成支援 
 



５　配置技術者等 

　　本業務において、給食施設設計や施設の運営に関し知見を有する者など、専門的

な立場で学校給食施設について提言をすることができる業務責任者、業務担当者を

配置するものとする。 

また、本業務では、専門的知識や計画化の技術が必要であるとともに、絶えず変

化する社会情勢等を視野に入れた計画づくりと、先進市町村の情報等を吸収し、全

国的視野で検討された計画づくりを考慮するものとする。 

 

６　貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守、情報処理遂行体制 

本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務責任者ま

たは業務担当者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 

受託者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとする。特

に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとする。 

 

７　打合せ協議等 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は密接な連絡を取り、

業務の方針及び条件等の疑義を正すこととし、その内容についてはその都度受託者

が書面（打合せ記録簿等）に記録し、相互に確認することとする。 

なお、受託者は、打合せの内容に応じてその都度訪問及びオンライン会議を実施

し、本業務の進捗状況報告、その他必要な打合せを行うものとする。 
 
８　完了検査 

受託者は、業務実施成果品を発注者に提出し、発注者による検査を受けるものと

する。その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による発注者の要求を満

たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。 

 

９　納品 

受託者は、本業務を確実に遂行し、期間内に成果品を納入する義務を負う。成果

品に、受託者の責めに帰すべき瑕疵が認められた場合には、納品完了後であっても、

受託者は速やかに訂正しなければならない。このことに要する経費は受託者の負担

とする。 

 

１０　秘密の保持 

受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報について、細心の注意を払うもの

とし、いかなる場合にも情報の漏洩をしてはならない。 

 

１１　著作権の帰属 

　　本業務で作成された計画書等のデータの著作権については発注者に帰属するも



のとする。 

 

１２　納入場所 

本業務の納入場所は上野原市とする。 

 

１３　成果品 

　　成果品を以下のとおり納品する。編集方法についてはあらかじめ本市担当者と協

議 
する。 

　（１）上野原市学校給食基本構想（案）　（A4 版簡易製本）　　　　　　１０部 
　（２）上野原市学校給食基本計画（案）　（A4 版簡易製本）　　　　　　１０部 
　（３）上野原市学校給食基本計画（案）　概要版（A3・2 枚程度）　　　 １０部 
　（４）上記（１）～（３）に係る電子原稿 
　（５）収集資料及びその他本市が指示するもの　　　　　　　　　　　 １式 
 

１４　その他留意事項 

　（１）受託者は、契約締結後速やかに「業務着手届」、「主任技術者届」及び「工

程表」を提出するものとする。 

　（２）受託者は、成果品の引渡し後及び業務完了後にそれぞれ「成果品引渡届」 

及び「業務完了届」を提出するものとする。 

　（３）業務の遂行において必要な市が保有するデータについては、受託者の求め

に応じて提供するものとする。 

　（４）業務の実施に伴い知り得た情報については、上野原市個人情報保護法施行

条例（令和４年「上野原市条例第２２号）及び他の法令の規定に基づき取

り扱うこと。業務完了後も同様とする。 

　（５）仕様書に明記されていない事項及び疑義が生じた場合については、市と受

託者の協議の上、解決するものとする。 

　（６）本業務を円滑に遂行するため、打合せ等の協議を必要に応じてその都度行

うものとする。 

　（７）業務における成果品及びデータ等を含むあらゆる制作物については、本市

が著作権を持つものとし、市が自由に加工・複写・ホームページ作成、製

本及び増刷等を行い、公表できるものとする。


